就業者向け

· 自社・自団体のカスハラに関する基本方針を理解し、遵守しているか。

· 顧客等の正当な権利を尊重しているか。

· カスハラが発生した際の初期対応の方法を理解しているか。

· カスハラが発生した際の報告方法等を知っているか。

· カスハラの相談窓口もしくは相談担当者について知っているか。

· カスハラへの対処に関する研修等を受講しているか。

· 顧客等への対応において、カスハラの防止に資する行動をとっているか。
（例）自社・自団体の商品・サービスへの理解、顧客等への対応力の向上、
消費者心理・顧客等となる障害者や認知症患者の特性についての
理解 など

· カスハラ防止に当たり、事業者が実施するアンケート調査やヒアリングに協力しているか。

· 自身がカスハラ被害を受けた場合、1人で抱え込むことなく、上司や相談窓口等に報告・相談しているか。

· 同僚がカスハラを受けている状況を黙認していないか。

· 事業者間取引（BｔｏＢ）のカスハラにおいて、事実関係の確認など、協力の求めに応じているか。
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